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4 2013（平成25年）

国　税／�3月分源泉所得税の納付� 4月10日
国　税／�2月決算法人の確定申告（法人税・消費税等）

� 4月30日
国　税／�8月決算法人の中間申告� 4月30日
国　税／�5月、8月、11月決算法人の消費税の中間申告

（年3回の場合）� 4月30日
地方税／�給与支払報告に係る給与所得者異動届の提出

� 4月15日
地方税／�固定資産税（都市計画税）の第1期分の納付

� 市町村の条例で定める日（原則4月中）
地方税／�土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

� 4月1日〜4月20日
�または最初の納期限のいずれか遅い日以後の日まで

地方税／�軽自動車税の納付
� 市町村の条例で定める日（原則4月中）

労　務／�労働者死傷病報告（1月〜3月分）� 4月30日

　この4月1日から、地方税である事業所税の
従業者割の非課税対象年齢が、64歳以上から
65歳以上に引上げられます。事業所税の従業
者割は、同一指定都市等の区域内で雇用され
る従業者数が100人を超える場合に課税されま
す。ただし、高齢の従業員は、免税点である
100人の判定の際、従業者数から除外できます。

ワンポイント 事業所税の非課税対象年齢

4 月 の 税 務 と 労 務4月 （卯月）APRIL

29日・昭和の日
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４月号─4

　婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住
用不動産又は居住用不動産を取得するため
の金銭の贈与が行われた場合、基礎控除
110万円の他に最高2,000万円まで控除（配
偶者控除）できるという贈与税の特例があ
ります。
　この特例を受けるには、①夫婦の婚姻期
間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと、
②配偶者から贈与された財産が、自分が住
むための居住用不動産であること又は居住
用不動産を取得するための金銭であること、
③贈与を受けた年の翌年3月15日までに、
贈与により取得した国内の居住用不動産又
は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住
用不動産に、贈与を受けた者が現実に住ん
でおり、その後も引き続き住む見込みであ
ることの要件が満たされていなければなり
ません。
　また、同じ配偶者からの贈与については
一生に一度しか適用を受けることができま
せん。

　
国
税
等
の
還
付
加
算
金
は
、
税
務

署
長
等
が
還
付
金
等
を
還
付
し
、
又

は
充
当
す
る
場
合
に
、
所
定
の
期
間

の
日
数
に
応
じ
、
そ
の
金
額
に
所
定

の
割
合
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
を

還
付
金
等
に
加
算
す
る
も
の
で
す
。

　
消
費
税
の
非
課
税
取
引
に
該
当
す

る
貸
付
金
の
利
子
等
と
同
様
の
方
法

に
よ
り
計
算
す
る
こ
と
と
は
な
り
ま

す
が
、
同
様
の
方
法
に
よ
り
計
算
す

る
延
滞
税
及
び
利
子
税
が
そ
の
額
の

計
算
の
基
礎
と
な
る
税
額
の
属
す
る

税
目
の
国
税
等
と
な
り
、
消
費
税
の

課
税
対
象
外
（
不
課
税
）
と
な
る
こ

と
か
ら
、
還
付
加
算
金
に
つ
い
て
も

資
産
の
譲
渡
等
の
対
価
に
は
該
当
し

な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
し
た
が
っ
て
、
還
付
加
算
金
の
支

払
を
受
け
た
事
業
者
は
、
そ
の
還
付

加
算
金
の
額
を
消
費
税
の
課
税
売
上

割
合
の
計
算
上
、
分
母
の
金
額
に
算

入
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　欠損金の繰戻還付制度とは、青色申告書
である確定申告書を提出する事業年度に欠
損金額が生じた場合（以下、「欠損事業年度」
という。）において、その欠損金額をその事
業年度開始の日前1年以内に開始したいず
れかの事業年度（以下、「還付所得事業年度」
という。）に繰り戻して法人税額の還付を請
求できる制度のことをいいます。
　この制度は、平成4年4月1日から平成
26年3月31日までの間に終了する各事業
年度において生じた欠損金額については適
用が停止されていますが、①解散等の事実
が生じた場合の欠損金額及び②中小企業者
等の平成21年2月1日以後に終了する各
事業年度において生じた欠損金額について
は適用することができます。
　還付金額の計算は次のとおりです。
（算式）
還付所得事業年度の法人税額×（欠損事業

年度の欠損金額注／還付所得事業年度の所
得金額）
注　分母の金額が限度になります。
　この制度の適用を受けるためには、次の
要件をすべて満たさなければなりません。
⑴　還付所得事業年度から欠損事業年度の
前事業年度までの各事業年度について連
続して青色申告書である確定申告書を提
出していること。
⑵　欠損事業年度の青色申告書である確定
申告書をその提出期限までに提出してい
ること。
⑶　上記⑵の確定申告書と同時に欠損金の
繰戻しによる還付請求書を提出すること。
　税務署長は、還付請求書の提出があった
場合には、その請求の基礎となった欠損金
額その他必要な事項について調査の上、そ
の請求をした法人に対して、法人税を還付
し、又は請求の理由がない旨を書面により
通知することとなります。この場合の調査
は必ずしも実地調査を指すものではありま
せん。

夫婦間で自宅を贈与したときの特例
還
付
加
算
金
が
あ
る
場
合
の
課
税
売
上
割
合
の
計
算

欠損金の繰戻還付制度



3─４月号

そ
の
直
系
尊
属
が
金
銭
な
ど
を
拠
出

し
、
金
融
機
関
に
信
託
な
ど
を
し
た

場
合
に
は
、
信
託
受
益
権
の
価
額
又

は
拠
出
さ
れ
た
金
銭
等
の
額
の
う
ち

受
贈
者
一
人
に
つ
き
一
、五
〇
〇
万

円
（
学
校
以
外
に
支
払
わ
れ
る
金
銭

は
五
〇
〇
万
円
を
限
度
）
ま
で
に
相

当
す
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
平
成

二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
二
十
七
年

十
二
月
三
十
一
日
ま
で
に
拠
出
さ
れ

る
も
の
に
限
り
、
贈
与
税
を
課
さ
な

い
こ
と
と
さ
れ
ま
す
。

注　

教
育
資
金
と
は
文
部
科
学
大
臣

が
定
め
る
次
の
金
銭
と
さ
れ
ま
す
。

　
　

①
学
校
な
ど
に
支
払
わ
れ
る
入

学
金
そ
の
他
の
金
銭
、
②
学
校
な

ど
以
外
の
者
に
支
払
わ
れ
る
金
銭

の
う
ち
一
定
の
も
の

３　
事
業
承
継
税
制
の
抜
本
的
見
直
し

　

先
代
経
営
者
か
ら
後
継
者
が
非
上

場
株
式
等
を
受
け
継
い
だ
場
合
の
相

続
税
・
贈
与
税
の
納
税
猶
予
制
度
に

つ
い
て
、
納
税
猶
予
の
取
消
事
由
に

係
る
雇
用
確
保
要
件
に
あ
る
「
経
産

大
臣
の
認
定
の
有
効
期
間
（
五
年
間
）

に
お
い
て
継
続
し
て
八
割
以
上
の
雇

用
を
維
持
」
を
、「
五
年
間
の
平
均

で
八
割
以
上
の
雇
用
を
維
持
」
に
緩

和
す
る
等
の
見
直
し
が
行
わ
れ
ま
す
。

Ⅲ　

法
人
課
税

１　

生
産
等
設
備
投
資
促
進
税
制
の

創
設

　

生
産
等
設
備
へ
の
投
資
額
を
前
年

比
一
割
を
超
え
て
増
加
さ
せ
た
場
合

に
、
新
た
に
取
得
等
し
た
機
械
・
装

置
の
取
得
価
額
の
三
〇
％
の
特
別
償

却
ま
た
は
三
％
の
税
額
控
除
を
認
め

る
制
度
が
創
設
さ
れ
、
平
成
二
十
五

年
四
月
一
日
か
ら
二
十
七
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
の
間
に
開
始
す
る
事
業

年
度
に
取
得
等
し
た
生
産
等
設
備
に

適
用
さ
れ
ま
す
。

２　

所
得
拡
大
促
進
税
制
の
創
設

　

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
二

十
八
年
三
月
三
十
一
日
に
始
ま
る
事

業
年
度
で
、
国
内
の
雇
用
者
へ
の
給

与
を
五
％
以
上
増
や
し
て
支
給
し
た

場
合
、
そ
の
給
与
支
給
増
加
額
の
一

〇
％
が
税
額
控
除
で
き
ま
す
。

　

た
だ
し
、
控
除
税
額
は
当
期
の
法

人
税
額
の
一
〇
％
（
中
小
企
業
は
二

〇
％
）
が
限
度
で
す
。

３　

交
際
費
課
税
の
見
直
し

　

交
際
費
等
の
損
金
不
算
入
制
度
で
、

中
小
法
人
に
係
る
損
金
算
入
の
特
例

と
し
て
、
定
額
控
除
限
度
額
を
八
〇

〇
万
円
（
現
行
六
〇
〇
万
円
）
に
引

き
上
げ
、
定
額
控
除
限
度
額
ま
で
の

金
額
の
損
金
不
算
入
措
置
（
現
行
一

〇
％
）
が
廃
止
さ
れ
ま
す
。

改正タイムスケジュール

平成
25年

4
月

○ 教育資金一括贈与の非課税措置の創設

○ 給与等を増加させた場合の所得拡大促進税制の創設

○ 生産等設備投資促進税制の創設

○ 中小企業の交際費等年800万円まで全額損金算入

平成
26年

1
月

● 株の配当・売買益課税（10％→20％）

○ 非課税口座内の少額上場株式等の配当・譲渡所得の非課税措置
（100万円まで）

4
月

○ 住宅ローン減税の拡充（借入金限度額を最大4千万円に拡大）

● 消費税率の引上げ（５％→８％）

○ 自動車取得税と自動車重量税の減税

平成
27年

1
月

● 相続税の基礎控除を現行の6割に縮小

● 相続税の最高税率を５％引上げ（55％に）

● 所得税の最高税率を５％引上げ（45％に）

△ 事業承継税制の抜本的見直し

○ 小規模宅地等の相続税の特例の拡充

10
月

● 消費税率の引上げ（８％→10％）

○ 自動車取得税の廃止（26年度改正で法制化）
○＝減税、●＝増税、△＝どちらともいえない
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平
成
二
十
五
年
度
の
税
制
改
正
は
、

消
費
増
税
関
連
法
、
三
党
合
意
を
尊

重
し
な
が
ら
、
民
間
投
資
や
雇
用
を

喚
起
し
持
続
的
成
長
を
可
能
と
す
る

成
長
戦
略
に
基
づ
く
政
策
減
税
を
盛

り
込
ん
だ
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

以
下
、
主
な
改
正
項
目
の
ポ
イ
ン

ト
を
整
理
し
て
み
ま
す
。

《
改
正
タ
イ
ム
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
》

　

主
要
項
目
の
適
用
時
期
は
、
次
頁

表
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。
な
お
、
前

年
度
以
前
の
改
正
で
適
用
時
期
が
今

年
度
以
降
と
な
る
項
目
も
記
載
し
て

い
ま
す
。

Ⅰ　

個
人
所
得
課
税

１　

所
得
税
の
最
高
税
率
の
見
直
し

　

現
行
の
税
率
構
造
に
加
え
、
課
税

所
得
四
、〇
〇
〇
万
円
超
に
つ
い
て
、

四
五
％
の
税
率
が
設
け
ら
れ
ま
す
。

２　

住
宅
ロ
ー
ン
減
税
の
拡
充

　

住
宅
取
得
な
ど
を
し
て
平
成
二
十

六
年
か
ら
二
十
九
年
ま
で
の
間
に
居

住
し
た
場
合
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
に

つ
い
て
は
、
図
表
１
の
よ
う
に
制
度

が
拡
大
さ
れ
ま
す
。

Ⅱ　

資
産
課
税

１　

相
続
税
・
贈
与
税
の
見
直
し

⑴　

相
続
税
の
基
礎
控
除
及
び
税
率

の
見
直
し

　
　

課
税
ベ
ー
ス
・
税
率
構
造
が
、

平
成
二
十
七
年
一
月
か
ら
図
表
２

の
よ
う
に
見
直
さ
れ
ま
す
。

⑵　

小
規
模
宅
地
等
の
特
例
見
直
し

　
　

特
定
居
住
用
宅
地
等
に
係
る
特

例
の
適
用
対
象
面
積
が
三
三
〇
㎡

（
現
行
二
四
〇
㎡
）
ま
で
の
部
分

に
拡
充
さ
れ
ま
す
。

⑶　

贈
与
税
の
税
率
の
見
直
し

　
　

二
〇
歳
以
上
の
者
が
直
系
尊
属

か
ら
贈
与
を
受
け
た
財
産
に
対
す

る
贈
与
税
率
が
見
直
さ
れ
、
そ
れ

以
外
の
場
合
よ
り
も
軽
減
さ
れ
ま

す
。

⑷　

相
続
時
精
算
課
税
制
度
の
適
用

要
件
の
見
直
し

①　

受
贈
者
の
範
囲
に
二
〇
歳
以

上
で
あ
る
孫
が
追
加
さ
れ
ま
す
。

②　

贈
与
者
の
年
齢
要
件
が
六
〇

歳
以
上
（
現
行
六
五
歳
以
上
）

に
引
き
下
げ
ら
れ
ま
す
。

２　

教
育
資
金
の
一
括
贈
与
に
係
る

贈
与
税
の
非
課
税
措
置

　

受
贈
者
（
三
〇
歳
未
満
の
者
に
限

る
）
の
教
育
資
金
に
充
て
る
た
め
に

平
成
二
十
五
年
度

税
制
改
正（
案
）の

　
　
　ポ
イ
ン
ト

図表1　住宅ローン減税の概要（カッコ内は長期優良住宅及び低炭素住宅）

居住年 借入限度額 控除率 各年の
控除限度額 最大控除額

平成26年
1 〜 3月

2,000万円
1.0%

20万円 200万円

（3,000万円） （30万円） （300万円）

平成26年4月
〜

平成29年12月

4,000万円
1.0%

40万円 400万円

（5,000万円） （50万円） （500万円）

図表2　相続税の課税ベース・税率構造
■相続税の基礎控除

現行 改正案

定額控除 5,000万円 3,000万円

法定相続人
比例控除

1,000万円に
法定相続人数
を乗じた金額

600万円に法
定相続人数を
乗じた金額

■相続税の税率構造
現行 改正案

1,000万円以下の金額 10% 同左
3,000万円　　〃 15% 〃
5,000万円　　〃 20% 〃
1億円　　　  〃 30% 〃

3億円　　　  〃 40%
2億円以下の金額 40%
3億円　　〃 45%

3億円超の金額 50%
6億円　　〃 50%
6億円超の金額 55%


